
 

【第 5報】 

ご面会の方へのご案内 
 

平素より病院運営にご協力いただきありがとう

ございます。4 月 27 日から感染予防の目的で、   

面会禁止の対応をしてまいりましたが、緊急事態 

宣言の解除に伴い、一部制限をしながら再開いたし

ます。 
 

６月１日から、 
入院患者さまへの面会は１日１名のみ、10分まで

と制限をして再開いたします。マスク必着のうえ、 

来院時には体温測定を実施させていただきます。 

また、面会時間は 8時 30分から 17時までとし、 

正面玄関は 17時 30分に施錠いたします。 

 

今後、感染の第 2波なども懸念されております。 

その場合には、再度面会をすべて禁止とする可能性

がありますことをご了承ください。 

皆さまのご理解・ご協力をお願い致します。 
 

2020年 5月 26日 

 船橋市立リハビリテーション病院 

 院長 梅津博道  


